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開
会
中
の
守
山
市
議
会
３
月
定
例
議
会
は
、
１２
日
（
金
）
、
大
き
な
焦
点
で
あ
る
「
国
民
健
康
保
険
税
値
上
げ
案
」
に
つ
い
て
、

文
教
福
祉
常
任
委
員
会
で
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
市
民
の
く
ら
し
が
大
変
な
時
、
「
こ
れ
以
上
値
上
げ
を
許
し
て
い
い
の
か
」
な

ど
の
意
見
が
出
て
、
審
議
は
紛
糾
。
「
委
員
会
が
こ
れ
だ
け
も
め
る
の
は
珍
し
い
…
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
こ
れ

ま
で
市
長
の
提
案
に
全
て
賛
成
し
て
き
た
議
員
も
、
国
保
税
２
年
連
続
値
上
げ
案
に
つ
い
て
は
、
「
反
対
」
の
立
場
を
表
明
す
る
議

員
も
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
委
員
会
で
は
賛
成
５
、
反
対
２
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
最
終
日
２３
日
の
本
会
議
で
採
決
が
行
わ
れ
ま
す
。

市
民
の
暮
ら
し
を
ど
う
守
る
の
か
。
議
員
の
態
度
が
問
わ
れ
ま
す
。
以
下
は
、
小
牧
議
員
の
委
員
会
傍
聴
記
で
す
。 

 

◆反対した議員 

 本城議員（創政会） 

 奥野議員（ネット） 

◆賛成した議員 

 小原議員（政和会） 

 中野議員（政和会） 

 西村議員（政和会） 

 大瀬議員（公明党） 

 広実議員（無所属） 

委員長 中島議員 

 

 

文
教
福
祉
常
任
委
員
会
の
審

議
で
は
、
創
政
会
の
本
城
議
員

か
ら
「
低
所
得
層
だ
け
で
な
く
、

中
間
所
得
層
に
も
負
担
が
重

く
、
健
全
所
得
世
帯
ま
で
も
、

生
活
が
成
り
立
た
な
く
な
る
」
、

ま
た
ネ
ッ
ト
の
奥
野
議
員
か
ら

「
国
保
の
制
度
が
破
綻
し
て
い

る
。
こ
の
状
態
で
は
、
次
は
上

げ
な
い
と
も
言
い
切
れ
な
い
。

草
津
市
は
一
般
財
源
を
入
れ
て

い
る
」
、
「
賛
成
で
き
な
い
」
と

の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

一
方
、
値
上
げ
案
に
賛
成
議

員
は
「
市
民
に
理
解
さ
れ
な
い

の
は
分
か
る
が
、
上
げ
ざ
る
を

得
な
い
」
、
「
先
送
り
し
て
も
次

は
も
っ
と
上
げ
幅
が
大
き
く
な

る
」
と
述
べ
、
一
般
財
源
か
ら

の
繰
り
入
れ
も
認
め
な
い
発
言

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
市
長
か
ら

「
自
民
党
政
権
で
も
、
民
主
党
政

権
に
な
っ
て
も
、
根
本
的
解
決
に

一
向
に
手
が
つ
か
な
い
。
医
療
費

の
伸
び
を
抑
え
る
た
め
、
今
後
、

医
師
会
、
薬
剤
師
会
に
も
、
働
き

か
け
、
ま
た
市
民
に
も
働
き
か
け

て
、
健
康
づ
く
り
を
や
っ
て
い

く
。
理
解
願
い
た
い
」
と
発
言
。

結
局
、
５
人
の
委
員
は
、
付
帯
決

議
（
別
項
）
を
つ
け
て
、
賛
成
す

る
と
し
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
付
帯
決
議
の

内
容
を
見
て
、
ビ
ッ
ク
リ
。
真
剣

な
議
論
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い

ど
こ
ろ
か
、
国
保
財
政
の
危
機
的

原
因
の
打
開
方
向
や
市
民
負
担

軽
減
に
一
考
す
る
も
の
で
は
な

く
、
逆
に
収
納
率
を
あ
げ
る
た
め

徴
税
を
強
化
す
る
内
容
に
な
っ

て
い
ま
す
。 

 
 

 新日本婦人の会から、７３７筆の署名と共に提出された「国民健

康保険税の値上げをしないことを求める請願」は、文教福祉常任委

員会が全員一致で否決しました。しかし、これまで、十分に請願審

議されない上での議決が多くありましたが、この署名と請願提出が、

国保条例案の審議に大きな力となったことは確かです。 

 

値上げ案に賛成した議員が提出した付帯決議 
１、 納税者に対し、あらゆる機会を活用した納付指導・

納付折衝を図るとともに、財産調査、滞納処分（差押

え等）などを強化し、税負担の不公平が生じないよう

収納率の向上に努めること 
２、 被保険者の健康づくりや重症化予防の施策を推進す

ると共に、重複受診者への適正受診の取り組みや後発

医薬品の使用促進に努め、医療費の適正化を図ること 
３、 健康保険の一元化の早期実現、それまでの間の国庫

負担の引き上げを強く国へ要請すること 

① 国保財政危機の根本的原因は国にあり 
国保財政の根本的原因は、1984 年以降の国保法

改悪で国の補助率（50％→２７％）を削ってきたこ

とにあり、段階的に戻すことが第一。これは共通し

た認識であり「付帯決議」の第一にあげるべきです。

② 負担軽減へ市の一般会計から繰入必要 
   国保税値上げ→滞納増→さらに値上げ…という

悪循環を繰り返していたのでは、解決できず、む

しろ収納率は下がることは必至です。他市では、

一般財源から国保特別会計へ繰入することによっ

て、国保加入者の負担軽減をはかっています。守

山市は「原則認められない」と繰り返してきまし

たが、先の政府交渉でも「繰入するかどうかは市

の裁量」と回答しています。市長の政治姿勢が問

われています。 

③ 皆保険の要は、いのちを守ること 
   国保は、皆保険制度の要。付帯決議では、その

第一に収納率の向上をあげ、滞納処分の強化まで

強調しています。２年連続の値上げで、これまで

払っていた人が払えなくなる、という事態が予測

される時に、徴税強化・制裁措置で国保財政危機

が打開できないことは明らかです。 


